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チャレンジ体験中の台風２２号に対する非常措置について 

 

 平素は本校教育にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

  さて、１０月３０日（月）よりチャレンジ体験が実施されますが、台風２２号の接近が懸念されており

ます。台風により京都市（※テレビやラジオにおいては、「京都南部」又は「京都・亀岡」地域と報道さ

れる場合があります）に「特別警報」「暴風警報」が発令された場合には，下記の通りにさせていただき

ますので，テレビ，ラジオ，インターネット等の情報にご注意ください。 

 

記 

 

（１）「特別警報」が発令されたとき 

   □午前０時を過ぎても「特別警報」が発令中の場合    チャレンジ体験なし。自宅待機。 

   □午前０時までに解除になった場合は ５校時（１３時１５分）から登校  (給食は中止) 

（２）「暴風警報」が発令されたとき 

   □午前7時現在 「暴風警報」が発令中の場合  チャレンジ体験なし。自宅待機 

  

   「暴風警報」が解除されたとき 

□午前７時までに解除になった場合  予定通り チャレンジ体験実施  

□午前９時までに解除になった場合  ３校時（１０時４５分）から筆記用具・昼食持参で登校 

□午前１１時までに解除になった場合  ５校時（１３時１５分）から筆記用具持参で登校  

□午前１１時現在、警報発令中の場合 臨時休業 

   

＊体験中に「暴風警報」が発令された場合は、事業所の方の指示に従ってください。 


